
■ご寄附された方々への謝意

■税制上の優遇措置

■個人情報の取扱い

■お問い合わせ先

■指定金融機関からお振込いただく場合

・払込取扱票により、上記の指定金融機関の本店・支店の各窓口でお振込をお願いいたします。
・払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、
四国銀行のATMでは取扱いできませんのでご注意ください。
・振込手数料は不要（高知大学が負担）となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。

■その他の金融機関からお振込いただく場合

・払込取扱票により上記以外の金融機関でお振込される場合は、寄附金額から振込手数料を差し引いた
金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込の手続きをお願いします。この場合、振込手数料
を含めた金額を寄附金としてお取扱いいたします。
　（例：1万円をご寄附いただく際に1,000円の手数料を必要とする場合、9,000円をお振込いただきま
したら、1万円のご寄附として管理いたします。）

■ATM、インターネットバンキングからお振込いただく場合

・「高知大学さきがけ志金寄附申出書」を高知大学へご提出ください。「高知大学さきがけ志金寄附申
出書」が届かない場合は、寄附者の確認が困難となり、領収書をお送りできないことがありますの
で、ご留意願います。 
・ATM、インターネットバンキングから上記の指定金融機関の口座へお振込をお願いいたします。な
お、この場合は振込手数料は寄附者のご負担となりますので、何卒ご了承ください。

■分割納付を希望される場合

・お申出の際に、「払込取扱票」又は「高知大学さきがけ志金寄附申出書」の所定の欄にその旨をご記
入願います。
・第２回目以降につきましても、「払込取扱票」を振込予定日までにご登録のご住所へお届けいたします。

〒780－8520 高知市曙町二丁目５ー１　高知大学基金担当
 TEL：088-844-8100　FAX：088-844-8738
 E-mail：sj02@kochi-u.ac.jp

　寄附金額が２千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額
が総所得の 40％を上回る場合は、40％が限度となります。（所得税法第 78 条第 2 項第 2 号）

個 人 か ら の
ご 寄 附

法 人 か ら の
ご 寄 附

　本志金へご寄附いただいた皆様のご芳名、法人等名（匿名希望の方を除く）を高知大学さきがけ
志金のホームページに掲載させていただきます。

■その他

・受領書やご利用（控）等は、大学から領収書が届くまで、大切に保管しておいてくださるようお願いい
たします。

高知大学への寄附金については、税制上の優遇措置が受けられます。
本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、確定申告により手続きをお取りください。 

　ご寄附により取得した個人情報につきましては、寄附受入事務手続き、本学が行う事業活動等について、
寄附者にご連絡する場合のみ利用させていただくこととし、個人情報の取扱いには充分配慮いたします。

所得税の軽減額＝（寄附金額※１ －２,０００円）×所得税の税率

寄附金の全額を損金に算入できます。（法人税法第 37 条第 3 項第 2 号）

　さらに、寄附された翌年の 1月1日に高知県にお住まいの方は県民税、高知市にお住まいの方は県民
税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。２千円を超え総所得額の30％までの寄附金額
に対し、県民税は４％、市民税は６％を乗じた額が控除されます。（高知県税条例、高知市税条例） 

個人住民税の軽減額
　　・県民税＝（寄附金額※２ －２,０００円）×４％
　　・市民税＝（寄附金額※２ －２,０００円）×６％ ※２　総所得額の 30％を限度

※１　総所得額の 40％を限度



ご挨 拶

　平素より、高知大学の教育、研究、医療、地域・国際連携活動に、深いご
理解と温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

　高知大学は、現在、「SRU（Super Regional University）：地域を支え、地域
を変えることができる大学へ」を理念とし、現場主義に基づく地域指向型の
「地域協働教育」を全学教育の幹として、自律的、持続的、実践的、協働的に
学び活動する人材育成を推進しています。従来からの教育、研究や医療、地
域・国際分野に加え、時代のニーズに対応した、データサイエンス教育、文
化・芸術、スポーツ振興といった幅広い教育・研究等の取組を展開しており、
これまで各界で活躍する６万人超の卒業生・修了生を輩出してまいりました。
令和５年度には農林海洋科学部を改組し、高知県の強みである一次産業をデー
タサイエンスで改善し最適化する「一次産業×DX」に関する先端の研究・教育
を推進しています。また、令和６年度からは、大学院修士課程スポーツ・芸術
文化共創専攻を新設し、文化振興などの課題を解決できる高度な専門職業人の
養成を目指しております。

　一方、昨今の厳しい国家財政のもとで、経済的に恵まれない学生の増加にも
対応しながら社会ニーズに応えるための教育研究・社会貢献活動を推し進める
ことは、極めて困難な状況に陥っており、国立大学が特色ある個性的な地域の
大学として地域と共に発展するためには、競争的な外部資金の獲得と自己資金
の増額が強く求められているところです。高知大学がこれまで以上に自律的な
組織改革、教育改革を推し進め、社会のニーズに応えつつ大学の使命を果た
し、教育・研究、社会貢献を量的、質的に向上させるために、高知大学の基金
として「高知大学さきがけ志金」を設立し、平成23年度から広く寄附を募って
おります。

　皆様におかれましては、何卒本志金の主旨をご理解並びにご賛同をいただ
き、格別のご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

■高知大学さきがけ志金の目的

■志金の使途について

本学の理念である
『地域社会及び国際社会に貢献しうる人材育成と学問、研究の充実・発展を推進する』
ため、これらに対する事業の支援とその環境の更なる整備・充実を図ることを目的とします。

ご寄附の際には寄附金の使途を特定することができます。使途によって次のとおり区分いたします。

■インターネット決済サービスによる手続き

　高知大学さきがけ志金のホームページから、クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済（Pay-easy）
の各決済手段をご利用になれます。
1. インターネット決済ページの寄附申込フォームへ必要事項を入力。
2. クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済（Pay-easy）。
3. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

高知大学さきがけ志金ホームページ　　http://www.kochi-u.ac.jp/JA/sakigake-sikin/

■ホームページの寄附登録フォームからの手続き

1. 高知大学さきがけ志金のホームページから、寄附登録フォームに必要事項を入力の上、登録。
2. 本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送。
3. 払込取扱票により金融機関からお振込。
4. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

■メール又は郵送による手続き

1. 「高知大学さきがけ志金寄附申出書」に必要事項をご記入のうえ、メール又は郵送で下記住所ま
でお送りください。

　　　　〒780-8520　高知市曙町二丁目5-1
　　　　　　　高知大学総務課基金担当

E-mail：sj02@kochi-u.ac.jp
2. 本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送。
3. ATM、インターネットバンキングからお振込。
4. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

一般目的寄附金 さきがけ志金全般に助成するもの（使途を特定せず、使途・運用を本学に一任）
下記事業の中から、寄附目的とする事業を特定してご寄附いただくもの

特定目的寄附金 社会連携事業 国際交流事業 学生支援事業 教育研究支援事業

【お振込先】　◆受取人口座名義：国立大学法人高知大学
　　　　　　　◆指定金融機関・口座番号
　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　振替口座　口座記号番号 ０１６６０－４－９４２８４
　　　　　　　　　　高知銀行　朝倉支店　普通　口座番号 ３０１１９５５
　　　　　　　　　　四国銀行　朝倉支店　普通　口座番号 ５１０８０４８

ご 寄 附 の
振 込 方 法

■ご寄附のご案内・振込方法

平成２３年１０月２６日から募金開始

添付の払込取扱票の金額欄及びご依頼人・通信欄にご記入いただき、下記「ご寄附の振込方法」に
よりお振込をお願いします。

本志金の趣旨に賛同いただける個人、法人・団体等

個人による寄附金につきましては、１口１千円を単位とします。
法人・団体等による寄附金につきましては、１口１万円を単位とします。
（本志金の趣旨をご理解いただき、なにとぞ複数口でのご協力をお願いいたします。）

募 金 期 間
募金の対象者

寄 附 手 続 き

ご協力をお願い
す る 金 額

高知大学長　受 田  浩 之



ご挨拶

　皆様には、日頃から高知大学に対し深いご理解並びに温かいご支援を賜り、深く感
謝申し上げます。
　高知大学は、6学部、1研究科（10専攻）を核とし、医学部附属病院並びに4つの教育
学部附属学校・園を擁する総合大学であります。すでに4万人を超える卒業生を輩出
し、教育、研究、文化・芸術・スポーツ振興、医療、地域・国際貢献を通じて地域社
会とわが国さらには国際社会の持続的な発展、持続可能社会の実現に向けて、地域の
国立大学に求められている公的役割を果たしております。
　なかんずく、「地域社会及び国際社会の発展に貢献しうる人材の育成と学問研究の
充実・発展を推進する」ことを建学の精神として、わが国並びに国際社会において次
代のリーダーとして活躍できる卓越した人材育成を推進するために、「学生と社会に
対して責任をとりうる教育」の実践並びに「国際社会の評価に耐えうる研究」を可能
とする全学的な教育研究組織改革を鋭意進めており、平成27年4月に38年ぶりの新学部
「地域協働学部」をスタートさせ、平成28年には深海を含む海洋部分を強化すること
によって農学部から農林海洋科学部へ改組し、同時に、人文社会科学分野の個々の専
門領域のみならずそれらを俯瞰的にとらえるべく人文学部から人文社会科学部分野へ
の改組を行い、平成29年度には環境防災工学分野を強化することを核としつつ応用理
学を充実することで理学部から理工学部への改組を実現してきました。それらの成果は
これから育成されてまいります人材が証明してくれるものと大いに期待しております。
　今後、「地域から世界へ、世界から地域へ」を新たな理念とし、現場主義に基づく
地域指向型の「地域協働教育」を全学教育の幹として、これまで以上に自律的、持続
的、実践的、協働的に学び活動する人材育成に邁進して参ります。「地域連携と国際
化への対応」に力点を置くことで、これまで以上に鮮明な個性をもつ大学としてその
使命を果たし、社会のニーズにも対応すべく新たな学生支援、教育支援、研究支援、
国際交流支援などの事業を計画しているところです。
　しかし、昨今の厳しい国家財政のもとで、経済的に恵まれない学生の増加にも対応
しながら上記の教育研究・社会貢献活動を推し進めることが困難な状況になり、国立
大学が特色ある個性的な地域の大学として地域と共に発展するためには、競争的外部
資金の獲得と自己資金の増額が求められております。高知大学がこれまで以上に自律
的な組織改革、教育改革を推し進め、社会のニーズに応えつつ大学の使命を果たし、
教育・研究、社会貢献を量的、質的に向上させるために、高知大学の基金として「高
知大学さきがけ志金」を設立し、平成23年度から広く寄附を募っております。
　皆様におかれましては、なにとぞ本志金の主旨をご理解並びにご賛同をいただき、
格別のご支援を賜りますよう、心からお願い申し上げます。

■高知大学さきがけ志金の目的

■志金の使途について

本学の理念である
『地域社会及び国際社会に貢献しうる人材育成と学問、研究の充実・発展を推進する』
ため、これらに対する事業の支援とその環境の更なる整備・充実を図ることを目的とします。

ご寄附の際には寄附金の使途を特定することができます。使途によって次のとおり区分いたします。

■インターネット決済サービスによる手続き

　高知大学さきがけ志金のホームページから、クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済（Pay-easy）
の各決済手段をご利用になれます。
1. インターネット決済ページの寄附申込フォームへ必要事項を入力。
2. クレジットカード、コンビニ決済、銀行決済（Pay-easy）。
3. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

高知大学さきがけ志金ホームページ　　http://www.kochi-u.ac.jp/JA/sakigake-sikin/

■ホームページの寄附登録フォームからの手続き

1. 高知大学さきがけ志金のホームページから、寄附登録フォームに必要事項を入力の上、登録。
2. 本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送。
3. 払込取扱票により金融機関からお振込。
4. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

■メール又は郵送による手続き

1. 「高知大学さきがけ志金寄附申出書」に必要事項をご記入のうえ、メール又は郵送で下記住所ま
でお送りください。

　　　　〒780-8520　高知市曙町二丁目5-1
高知大学基金担当

E-mail：sj02@kochi-u.ac.jp

2. 本学より、登録のご住所へ払込取扱票を郵送。
3. ATM、インターネットバンキングからお振込。
4. ご入金を確認後、領収書を送付いたします。

一般目的寄附金 さきがけ志金全般に助成するもの（使途を特定せず、使途・運用を本学に一任）
下記事業の中から、寄附目的とする事業を特定してご寄附いただくもの

特定目的寄附金

【お振込先】　◆受取人口座名義：国立大学法人高知大学
◆指定金融機関・口座番号

ゆうちょ銀行　振替口座　口座記号番号  ０１６６０－４－９４２８４
高知銀行　朝倉支店　普通　口座番号   ３０１１９５５
四国銀行　朝倉支店　普通　口座番号   ５１０８０４８
高知信用金庫　朝倉支店　普通　口座番号　０２９７２２５

ご 寄 附 の
振 込 方 法

■ご寄附のご案内・振込方法

平成２３年１０月２６日から募金開始

添付の払込取扱票の金額欄及びご依頼人・通信欄にご記入いただき、下記「ご寄附の振込方法」に
よりお振込をお願いします。

本志金の趣旨に賛同いただける個人、法人・団体等

個人による寄附金につきましては、１口１千円を単位とします。
法人・団体等による寄附金につきましては、１口１万円を単位とします。
（本志金の趣旨をご理解いただき、なにとぞ複数口でのご協力をお願いいたします。）

募 金 期 間
募金の対象者

寄 附 手 続 き

ご協力をお願い
す る 金 額

高知大学長 櫻井克年

学生支援事業　教育研究支援事業　社会連携事業　国際交流事業　高知大学創立75周年記念事業

k78297336
ノート注釈
k78297336 : Completed

k78297336
ハイライト表示

k78297336
ハイライト表示

k78297336
ハイライト表示

k78297336
ハイライト表示

k78297336
ハイライト表示



■ご寄附された方々への謝意

■税制上の優遇措置

■個人情報の取扱い

■指定金融機関からお振込いただく場合

・払込取扱票により、上記の指定金融機関の本店・支店の各窓口でお振込をお願いいたします。
・払込取扱票は、ゆうちょ銀行又は郵便局の払込機能付きATMでもご利用いただけますが、高知銀行、
四国銀行のATMでは取扱いできませんのでご注意ください。
・振込手数料は不要（高知大学が負担）となっておりますので、金額欄には寄附金額をご記入ください。

■その他の金融機関からお振込いただく場合

・払込取扱票により上記以外の金融機関でお振込される場合は、寄附金額から振込手数料を差し引いた
金額を記入いただき、振込手数料と合わせてお振込の手続きをお願いします。この場合、振込手数料
を含めた金額を寄附金としてお取扱いいたします。
（例：1万円をご寄附いただく際に1,000円の手数料を必要とする場合、9,000円をお振込いただきま
したら、1万円のご寄附として管理いたします。）

■ATM、インターネットバンキングからお振込いただく場合

・「高知大学さきがけ志金寄附申出書」を高知大学へご提出ください。「高知大学さきがけ志金寄附申
出書」が届かない場合は、寄附者の確認が困難となり、領収書をお送りできないことがありますの
で、ご留意願います。
・ATM、インターネットバンキングから上記の指定金融機関の口座へお振込をお願いいたします。な
お、この場合は振込手数料は寄附者のご負担となりますので、何卒ご了承ください。

■分割納付を希望される場合

・お申出の際に、「払込取扱票」又は「高知大学さきがけ志金寄附申出書」の所定の欄にその旨をご記
入願います。
・第２回目以降につきましても、「払込取扱票」を振込予定日までにご登録のご住所へお届けいたします。

■お問い合わせ先

〒780－8520 高知市曙町二丁目５ー１　高知大学基金担当

TEL : 088 - 844 - 8752  FAX : 088 - 844 - 8033 
Email : sj02@kochi-u.ac.jp

　寄附金額が２千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄附金の額
が総所得の 40％を上回る場合は、40％が限度となります。（所得税法第 78 条第 2 項第 2 号）

個 人 か ら の
ご 寄 附

法 人 か ら の
ご 寄 附

　本志金へご寄附いただいた皆様のご芳名、法人等名（匿名希望の方を除く）を高知大学さきがけ
志金のホームページに掲載させていただきます。

■その他

・受領書やご利用（控）等は、大学から領収書が届くまで、大切に保管しておいてくださるようお願いい
たします。

高知大学への寄附金については、税制上の優遇措置が受けられます。
本学が発行する「寄附金領収書」を添えて、確定申告により手続きをお取りください。

　ご寄附により取得した個人情報につきましては、寄附受入事務手続き、本学が行う事業活動等について、
寄附者にご連絡する場合のみ利用させていただくこととし、個人情報の取扱いには充分配慮いたします。

所得税の軽減額＝（寄附金額※１ －２,０００円）×所得税の税率

寄附金の全額を損金に算入できます。（法人税法第 37 条第 3 項第 2 号）

　さらに、寄附された翌年の 1月1日に高知県にお住まいの方は県民税、高知市にお住まいの方は県民
税及び市民税の寄附金税額控除を受けることができます。２千円を超え総所得額の30％までの寄附金額
に対し、県民税は４％、市民税は６％を乗じた額が控除されます。（高知県税条例、高知市税条例） 

個人住民税の軽減額
・県民税＝（寄附金額※２ －２,０００円）×４％
・市民税＝（寄附金額※２ －２,０００円）×６％ ※２　総所得額の 30％を限度

※１　総所得額の 40％を限度

卒




